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2安全目的

安全の確保とは「放射線による有害な影響から人と環境を守ること」である

ＩＡＥＡ 安全基準文書（ＩＡＥＡ Ｓａｆｅｔｙ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ Ｓｅｒｉｅｓ）より

安全目的（ＳＡＦＥＴＹ ＯＢＪＥＣＴＩＶＥ）

安全確保活動の基本的な目的は、放射線による有害な影響から
人と環境を守ることである

出典：IAEA Safety Standards 「Fundamental Safety Principles」より、事務局作成

施設等においては、実行可能な限り高い水準の安全を達成している
ことを確かにするために、以下の手段が講じられなければならない。

A)人の被ばくと放射性物質の環境への放出を管理すること

B)この管理ができなくなる事象が発生する確率を制限すること（事故
防止系の設置）

C)そのような事象が発生した際に、その影響を緩和すること（事故影
響緩和系の設置）



3日常生活と放射線

出典：原子力・エネルギー
図面集２００７（電事連）

原子力発電所周辺の放射線

量は、自然放射線、医療用
放射線と比較して、充分小
さい



安全目的達成のための取組



5安全原則（ＩＡＥＡ安全基準文書）

各国は、安全条約に基づいて、３年に一度、ＩＡＥＡの場において、この原則の観点から
それぞれの取組の妥当性を相互評価し、改善点を見出している

ＩＡＥＡ 安全基準文書（ＩＡＥＡ Ｓａｆｅｔｙ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ Ｓｅｒｉｅｓ）より

安全原則（ＳＡＦＥＴＹ ＰＲＩＮＣＩＰＬＥＳ）

１）安全確保の第一義的責任は、施設・事業に責任を有する者が負わなければならない

２）政府は独立した規制組織を含む、安全のために効果的な法制度と行政制度を確立して維
持しなければならない

３）施設等においては、安全のために効果的なリーダーシップとマネージメントが確立され維持
されなければならない

４）施設・事業は、正味の便益をもたらすものでなければならない

５）防護を最適化して、合理的に達成できる最高レベルの安全を実現しなければならない

６）放射線リスクを制御するための対策は、許容できない被害のリスクをいかなる個人もこうむ
らないことを保証しなければならない

７）現在及び将来の人と環境を放射線リスクから防護しなければならない

８）事故防止及び影響緩和のために、実行可能な全ての努力を行わなければならない

９）異常事象に備えた緊急時への準備及びそれらの場合に対応するための取り決めを行わな
ければならない

１０）既存のまたは規制対象外のリスク低減対策は正当化でき、最適化されたものであるべき
である 出典：IAEA Safety Standards 「Fundamental Safety Principles」より、事務局作成
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内閣府内閣府

原子力委員会
（安全の確保のための規制の実
施に関する事項を除く。）

原子力利用にあたっての
安全問題に対する取り組み
の基本的考え方を示す。
（例：原子力長期計画、原
子炉等規制法体系のあり
方、原子力予算見積・配分
など）
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内閣府内閣府原子力安全委員会
安全の確保に関する事項について企画し、審議し、及び決定する。

監査
責任

国
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・試験研究炉等
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諮問
答申

諮問
答申

原子力安全確保の体制原子力研究開発
利用政策の決定

安全確保の取組例：国内体制

安全確保の第一義的責任は事業者にある

新計画策定会議（第１７回）参考資料１「安全の確保に関する中間とりまとめ」より

日本原子力
研究開発機構

・試験研究炉等

の安全規制



7安全確保の取組：通常運転時の放出放射性物質量の低減

通常運転時の公衆被ばく線量を、法令に定める線量限度以下にする
通常運転時の公衆被ばく線量について、ＡＬＡＲＡの考え方の下に低減対策を講じる

ＡＬＡＲＡ あらら
国際放射線防護委員会が1977年勧告で示した放射線防護の基本的考え方を示す概念で
あり、”as low as reasonably achievable”の略語である。通称としてアララと呼ばれること
が多い。放射線防護の最適化として「すべての被ばくは社会的、経済的要因を考慮に入れ
ながら合理的に達成可能な限り低く抑えるべきである」という基本精神に則り被ばく線量を
制限することを意味する。この精神は原子力発電所周辺の住民が極力放射線被ばくを受け
ない事を合理的に達成することを意図している。

出典：（財）日本原子力文化振興財団 ウエブサイト「原子力百科事典ＡＴＯＭＩＣＡ」）

安全性確保の基本的な考え方

平常運転時の放出放射性物質量の低減

発電用軽水型原子炉施設の平常運転時において、環境に放出される放射性
物質の量を、これによる公衆被ばく線量が、法令に定める線量限度以下にす
ることはもちろんのこと、これを合理的に達成出来る限り低減させるとの考え
方（ALARAの考え方）の下に低減対策を講じること。

出典：平成１８年版 原子力安全白書



8安全確保のための多重防護システム

原子力安全の確保は、多重防護の考え方に基づいている。

出典：原子力・エネ
ルギー図面集２００
７（電事連）
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安全確保のためには、特に大きなハザード（被害）をもたらす可能性のある、燃料破損の

防止対策が必要

急激な出力上昇によって、燃料のエネルギー発生速度が冷
却能力を上回ることがないようにする（例：チェルノブイリ事
故）

軽水炉では、出力が上昇するような事象が発生したとしても、減
速材（水）の働きや、燃料自身の持っている性質により、機械的操
作によらない自然の抑制機能が働く（自己制御性）ため、原子炉
出力が持続的に上昇し続けないように設計されている。（出典：資源
エネルギー庁ウエブサイト「e-原子力」より事務局作成）

原子力発電所では、異常を検知し、原子炉を緊急に停止する必
要がある場合には、多数の制御棒を一度に入れて原子炉を自動
的に停止できるように、検出装置や原子炉緊急停止装置が設置
されている（出典：資源エネルギー庁ウエブサイト「e-原子力」より事務局作成）

安全確保の取組例：燃料破損の防止（１）



10

出典：原子力・エネルギー図面集２００７（電事連）



11

安全確保のためには、特に大きなハザード（被害）をもたらす可能性のある、燃料破損の

防止対策が必要

燃料でエネルギーが発生しているときに、冷却能力が失わ
れないようにする（例：スリーマイルアイランド事故）

冷却能力の低下時には直ちに原子炉を停止。崩壊熱を除去

配管が瞬間的に破断して冷却水が大量に漏れる場合など、燃料
を健全な状態に維持できなくなることを想定し、非常用炉心冷却
装置（ＥＣＣＳ）や格納容器を設置する

安全確保の取組例：燃料破損の防止（２）

（参考）ＬＯＣＡ

Ｌｏｓｓ ｏｆ Ｃｏｏｌａｎｔ Ａｃｃｉｄｅｎｔの略。日本語の「冷却材喪失事故」に相当す
る。原子炉における想定事故の一つ。炉心で発生した熱を除去し熱交換器あるい
は蒸気タービンへ熱を伝達する役目をもつ原子炉冷却材が配管の破損等によっ
て流れ出し炉心の冷却機能が損なわれる事故をいう。

出典：（財）日本原子力文化振興財団 ウエブサイト「原子力百科事典ＡＴＯＭＩＣＡ」）



12原子力緊急時の防災体制

万が一緊急事態が発生したら、国、自治体、事業者及び関係機関は一体となってその対

策にあたる

出典：原子力・エ
ネルギー図面集
２００７（電事連）

放射線医学総合研究所
日本原子力研究開発機構
原子力事業者



安全確保の実績



14通常運転時の人への健康影響
（第２回資料第２号より再掲）

通常運転時の原子力発電による人への健康影響は、他電源と同程度かそれ以下に保
たれている



15重大事故による影響（第２回資料第２号より再掲）

原子力における重大な事故の発生防止により、事故による死亡者数は他電源以下とな

る
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出所：原子力図面集2007（電気事業連合会）

国際原子力事象評価尺度（INES）

安全確保の実績

評価尺度でレベルが低い事象が発生している



維持、向上に向けた取組について



18国内の安全確保の維持、向上に向けた取組(1/2)

品質保証システムに絶えざる改善を加える

例）事業者によるISO9000シリーズ導入

規制行政が有効的に機能しているかの継続的検証

例）原子力政策大綱（新計画策定会議）

安全文化の確立・定着と運転管理の継続的改善

例）経営層による「安全文化」の確立・定着への取組

例）国際間での新知見や教訓の共有

リスク情報の活用（リスクを評価する技術の活用）

例）安全基準や安全規制に係る様々な変更の検討の際にリス
ク情報を活用

例）新潟県中越沖地震の知見の安全確保対策への反映



19国内の安全確保の維持、向上に向けた取組(2/2)

国内の安全確保の維持、向上に向けた、たゆまぬ活動が必要

高経年化対策（長期運転に伴い懸念される劣化事象対策）

例）経年劣化の影響評価と、それを踏まえた追加的保全活動

原子力防災

例）原子力防災訓練

安全確保のための活動に係るコミュニケーション

例）広聴・広報、科学コミュニケーション、安全目標の共有

等

出典：項目は原子力政策大綱からの抜粋



20種々の原子力導入予測（第１回資料第３号より再掲）

途上国において、原子力利用の拡大が予測される
これらの国においても、核不拡散、核セキュリティの確保とともに（資料第２号参照）、高
いレベルの安全確保が必要
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21原子力発電の新規導入国等への支援

新規導入国等における核不拡散、原子力安全及び核セキュリティの確保は重要

そのためのインフラストラクチャー整備への支援

特にアジアでの貢献が求められている

多様な分野における人材の確保（建設、運転、規制）

建設・運転のための技術基盤整備

規制体系の整備

充分な資金の確保

技術開発

等
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ＩＡＥＡにて、原子力安全の確保に役立つ基準文書を作成している

ＩＡＥＡでは、ＩＡＥＡ憲章に基づき、原子力施設、放射線防護、放
射性廃棄物及び放射性物質の輸送等に係るＩＡＥＡ安全基準文
書(IAEA Safety Standards Series)を作成

国際的な安全基準類の導入に貢献するとともに各国の国内法
令の整備にも貢献

安全基準文書の位置付けは、加盟国を法的に拘束するもので
はないが、加盟国自身の活動において国内規制基準としてその
裁量で選択して使用できる

ＩＡＥＡ独自の運営及びＩＡＥＡが援助する運営に関連してＩＡＥＡ
を拘束する

出典：資源エネルギー庁ウエブサイト

国際的な取組例：ＩＡＥＡ安全基準文書
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原子力の新規導入を計画する国を含む多くの国が、原子力の安全に関する条約を締結

している

目的
発電用原子力施設の高い水準の安全を世界的に達成・維持

義務
３年以内に１回開催される締約国検討会合に、条約を履行する
ためにとった措置について国別報告書を出し、締約国間で相互
評価（ピア・レビュー）を実施

参画の意義
国際的な説明責任の履行、ピア・レビューの結果の国内安全規
制・安全確保活動への反映（フィードバック）

条約発効１９９６年１０月

締結国
６０カ国（Ｇ８各国、インドネシア、シンガポール、韓国、中国、東欧諸国ほか）

出典：経済産業省 原子力安全・保安院ウエブサイト

国際的な取組例：原子力の安全に関する条約



24
原子力安全の確保に関する論点整理原子力安全の確保に関する論点整理

① 安全確保の観点からの原子力の受容性

② 国内における安全確保のより一層の向上に
向けた取組への認識

③ 国際的な安全確保に向けた取組への認識

論点



参考資料



26【参考】ＩＡＥＡ原子力安全基準文書の構成

ＩＡＥＡ原子力安全基準文書は、各分野に横断的なものと各分野別に整備されており、

３段階の階層構造を有する多数の文書から構成される

３つの階層に分けられる

安全原則（Ｓａｆｅｔｙ Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓ）

安全要件（Ｓａｆｅｔｙ Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ）

安全指針（Ｓａｆｅｔｙ Ｇｕｉｄｅｓ）

カテゴリー

原子力施設安全（Ｎｕｃｌｅａｒ Ｓａｆｅｔｙ）

放射線防護（Ｒａｄｉａｔｉｏｎ Ｓａｆｅｔｙ）

輸送安全（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｓａｆｅｔｙ）

放射性廃棄物安全（Ｗａｓｔｅ Ｓａｆｅｔｙ）

安全一般（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｓａｆｅｔｙ）

出典：IAEA Safety Standards 「Fundamental Safety Principles」より、事務局作成



27【参考】安全確保の取組例：環境モニタリング

原子力発電所周辺の放射線の量や放射性物質の濃度を連続的に、又は一定の頻度で

測定し、監視

出典：資源エネルギー庁
ウエブサイト「e-原子力」



28【参考】安全確保の取組例：原子力発電所の地震対策

改訂された耐震指針に基づく既存の発電所のバックチェックを実施するなど新たな知見

の導入にも努力。

出典：原子力・
エネルギー図
面集２００７
（電事連）



【参考】原子力発電所の耐震安全性（新たな知見の導入）

原子炉施設の耐震安全性に対する信頼性向上を図ることを目的に、平成18年９月19日の原子力安全委員会において指針を改訂。
＜耐震設計で用いる地震動の策定方針を高度化＞
① 敷地周辺の地形・地質調査
敷地周辺の地形・地質調査について、総合的な調査を実施し、設計上考慮すべき活断層等の評価により万全を期す。

②耐震設計において考慮すべき活断層の範囲
活断層について、これまで、５万年前以降に活動したものとしていた評価期間を後期更新世（約１２－１３万年前）以降に拡張。

③想定地震から、敷地における地震動を評価する方法
経験則に基づく従来法に加え、最新の評価法である「断層モデル」を取り入れ、敷地の特質に応じた地震動の評価を高度化。

④直下地震の想定
発生を想定すべき直下地震について、これまでの一律「マグニチュード6.5」との規定を廃止し、地震の発生と活断層の関係が
明らかでない過去の地震についての観測データを基に最新技術により敷地での地震動を算出して使用。

＜耐震設計上最も高い重要度に分類する施設の範囲の拡張＞
耐震設計上最も高い重要度に分類する施設の範囲を拡張し（これまでの原子炉格納容器等に加え、非常用炉心冷却系などまで
拡張）、施設全体としての耐震安全性のより一層の向上。

規制行政庁

行政庁に対して既存の原子力施設の
耐震安全性の評価を要請（平成１８年９月）

耐震設計審査指針改訂（平成１８年９月）

バック
チェッ
クの
要望

バックチェックの内容
・地質調査等
・基準地震動の策定
・施設の耐震安全性評価等

耐震補強等

バックチェックの結果確認
○「耐震安全性に関する調査プロジェクトチーム」において、行政庁
からの報告に関し検討・確認する。
・実施計画
・評価方法、その妥当性
・評価結果 等

バックチェックの実施

結果
報告

耐震性向上
対策の実施

耐震安全性評価の
結果、必要な場合には

結果
報告

バックチェッ
クの要請

原子力安全委員会原子力安全委員会

既設の原子力施設の耐震安全性確認（バックチェック）について既設の原子力施設の耐震安全性確認（バックチェック）について

原子力事業者原子力事業者



【参考】「新潟県中越沖地震による影響と今後の対応」
（平成１９年７月３０日原子力安全委員会決定）の概要

○ 今回の地震は、設計時の想定を上回る大きな揺れをもたらしたが、緊急時に要求される「止める・冷やす・閉じ込める」と
いう重要な安全機能は維持。

○ これまで判明している事象は環境への影響が懸念されるものではないが、最終的には、今後の詳細な調査の結果を踏
まえて総合的に判断。

○ 発電所内にある設備・機器等が大きな影響を受けたことは、重要な教訓。

○ 原子力安全委員会は、昨年９月に原子力発電所の耐震指針を改訂し、新しい耐震指針に基づく既設原子力発電所の耐
震安全性確認を事業者に要請（現在実施中）。これを確実かつ早期に実施することが重要。

○ 新耐震指針の見直しの要否に関しては、今回の地震等の検証結果を踏まえ、専門家の意見を参考に適切に判断。
○ 今回の地震に関する詳細なデータや震源断層についての追加調査の結果については、「耐震安全性に関する調査プロ
ジェクトチーム」で検討。

○ 建物・構築物の支持性能の確認、「地質、地盤に関する安全審査の手引き」の改訂、安全研究の充実強化等を実施。

１．地震の影響について

２．耐震安全性の確保への対応について

○ 事業者に、地震時の火災等への対処のための機材や人員が必要時に確保できるような体制整備を要請。
○ 原子力安全委員会の「火災防護審査指針」への事業者の対応状況について調査し、火災防護対策の強化に向けて検討
を実施。

○ 国等への報告や公表のあり方について、事業者等に対し実効的な改善策を要請。
○ 事業者等において、国民に対する情報の透明性の確保及び放射線安全に関する知識普及に向けた不断の取組を要請。
○ 今回の地震で得られた知見を国際的に共有し、安全対策の向上に活用。

３．地震時の火災等への対応について

４．異常発生時の情報の報告、公表について


